
 

令和６年10月27日執行参議院岩手県選出議員補欠選挙並びに 
第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査 

  

指定病院等における不在者投票事務概要 

 

１ 投票日（選挙期日） 令和６年10月27日（日）  

 

２ 告示または公示の日   

(1) 参議院岩手県選出議員補欠選挙（以下、「参議院議員補欠選挙」という。） 

：令和６年10月10日（木） 

(2) 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査（以下、「衆議院議員総選挙等」という。） 

：令和６年10月15日（火） 

 

３ 不在者投票期間  

(1) 参議院議員補欠選挙：令和６年10月11日（金）から26日（土） 

(2) 衆議院議員総選挙等：令和６年10月16日（水）から26日（土）  

※ 時間は午前８時30分から午後５時まで 

 

４ 選挙資格 

(1) 年齢要件  

   日本国籍を有し、平成18年10月28日以前に生まれた方（18歳の誕生日の前日に要件を満た

す。） 

(2) 住所要件   

盛岡市に、告示又は公示の日の前日の３か月前（参議院議員補欠選挙の場合：令和６年７

月９日、衆議院議員総選挙等の場合：令和６年７月14日）までに転入の届出をした方は、盛

岡市の選挙人名簿に登録されますので、選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けるこ

とができます。 

なお、上記の日の翌日以降に転入の届出をした方は、盛岡市の選挙人名簿に登録されませ

んので、投票用紙等の交付を受けることができません。 

 

５ 不在者投票用紙等の請求について 

  「投票用紙及び不在者投票用封筒請求書」（用紙№３）による不在者投票用紙等の請求は、告

示または公示の日よりも前からできますので、なるべく早めの提出に御協力ください。 

  なお、盛岡市選挙管理委員会から投票用紙及び不在者投票用封筒が交付されるのは、不在者

投票期間が始まる日以降となりますが、投票用紙等の交付日によっては、氏名等掲示や選挙公

報が同封されない場合があります。詳細は裏面の表をご確認ください。 

  

資料１ 



 

  【選挙の種別及び交付（発送）可能日】 

 

６ 投票用紙及び不在者投票用封筒の区分 

 

参議院議員 

補欠選挙 
衆議院議員総選挙 

最高裁判所裁

判官 

国民審査 選挙区 選挙区 比例代表 

投 票 用 紙 
うすい黄色に

黒字 

あさぎ色に 

黒字 

ピンク色に 

赤字 

うぐいす色に

黒字 

不在者投票用封筒 茶色に黒字 
あさぎ色に 

黒字 

ピンク色に 

黒字 

うぐいす色に

黒字 

 

７ 不在者投票取扱場所・担当者 

  〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12番２号 盛岡市役所本庁舎８階 

  盛岡市選挙管理委員会事務局 木村（きむら）、嵯峨（さが） 

電話：019-626-7582 ファクス：019-626-7523 

電子メール：senkan@city.morioka.iwate.jp 

 

氏名等掲示等の同封 

請求する選挙名 
なし あり 

参議院岩手県選出議員補欠選挙のみ 10月９日（水） 10月 13日（日）以降 

衆議院議員総選挙等 
10月 14日（月） 10月 18日（金）以降 

参議院議員補欠選挙、衆議院議員総選挙等 


